
 令和６年４月採用  

社会福祉法人 府中町社会福祉協議会 職員募集案内 

 府中町社会福祉協議会では、地域共生社会の実現に向けた新たな業務への対応と組織力強化のた

め、次のとおり職員を募集します。 

 

１．募集内容 

募 集 職 種 社会福祉士 主任介護支援専門員 

業 務 内 容 

社会福祉に関する業務（地域活動の推進、地

域福祉団体の育成、金銭管理等の相談支援

等） 

地域の高齢者の保健医療の向上や福祉の増

進等に関する包括的支援業務 

採用予定人数 若干名 １人 

受 験 資 格 

①昭和５９年４月２日以降生まれの人 

（令和６年４月１日現在４０歳未満） 

＊長期勤続によるキャリア形成を図るため 

②社会福祉士の資格を有する人又は取得見

込の人 

③基本的なパソコン操作（Word・Excel）が

できる人 

④普通自動車運転免許を有する人 

①昭和３９年４月２日以降生まれの人 

（令和６年４月１日現在６０歳未満） 

 

②主任介護支援専門員資格を有する人又は

取得見込の人 

③基本的なパソコン操作（Word・Excel）が

できる人 

④普通自動車運転免許を有する人 

採 用 予 定 日 令和６年４月１日（月） 

 

２．応募方法 

提 出 書 類 等 

①社会福祉法人 府中町社会福祉協議会 職員採用試験申込書 

 必要事項を記入の上、３か月以内に撮影した写真（正面・胸上）を添付 

 ＊府中町社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。 

②有資格者は、資格者証の写し 

提 出 先 

〒７３５－００２３ 広島県安芸郡府中町浜田本町５番２５号 

マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター 

社会福祉法人 府中町社会福祉協議会 総務課 

受 付 期 間 

①郵送の場合  令和５年１１月１７日（金）必着 

        封筒に、「職員採用試験申込」と朱書してください。 

②持参の場合  令和５年１１月１７日（金）１７時３０分まで 

        受付は、８時３０分から１７時３０分まで（土日祝を除く。） 

 

 

 

 

 

 

申し込み・問い合わせ 

社会福祉法人 府中町社会福祉協議会 総務課 

tel：０８２－２８５－７２７８ fax：０８２－２８７－３４６７ 

受付時間：８時３０分～１７時３０分（土日祝を除く） 

 



３．選考方法 

（１）第１次試験 

試 験 日 時 
令和５年１２月２日（土） 

 開場 ９時３０分  試験 １０時～１２時 

試 験 会 場 
マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター 

 広島県安芸郡府中町浜田本町５番２５号 

試 験 内 容 ＳＰＩ基礎能力検査（７０分）、適応性等検査（４０分） 

持 参 物 
受験票・筆記用具 

 ＊受験票が１１月２７日（月）までに届かない場合は、本会にお問い合わせください。 

結 果 通 知 受験者全員に書面にて合否をお知らせします。 

 

（２）第２次試験 

試 験 日 
令和５年１２月１６日（土） 

 ＊試験時間は、第１次試験合格者に結果通知と併せてお知らせします。 

試 験 会 場 
マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター 

 広島県安芸郡府中町浜田本町５番２５ 

試 験 内 容 個人面接（３０分程度） 

持 参 物 受験票 

結 果 通 知 第２次試験受験者全員に書面にて合否をお知らせします。 

 

４．採用後の待遇等 

勤 務 場 所 
マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター 

 広島県安芸郡府中町浜田本町５番２５号 

勤 務 時 間 

勤務時間 ８時３０分～１７時３０分 

      業務上の必要がある場合は、時間外勤務や休日勤務を命ずる場合があります。 

休憩時間 １２時００分～１３時００分 

休  日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

給 与 

社会福祉士（資格手当等を含む） 

 大学卒、実務経験なしの場合   １９２，７００円 

 ３０歳、実務経験５年以上の場合 ２３２，５００円 

主任介護支援専門員（資格手当等を含む） 

 ４０歳、実務経験（主任級）５年以上の場合 ２６６，８４０円 

そ の 他 

◎定年 満６０歳に達した日の属する年度の末日（高年齢職員採用制度あり） 

◎年次有給休暇、特別休暇等の各種休暇、健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災

害保険への加入、通勤手当、特別手当等の支給あり 

 

５．その他 

（１）駐車場には限りがあります。受験の際には、公共交通機関を利用してください。 

（２）提出された書類は返却いたしません。提出書類等に記載された個人情報は採用選考のために用い、それ以

外の目的には使用しないとともに、適正に管理します。 


